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令和 6年度能登半島地震「特許出願等復興支援制度」における 

指定被災地域は以下のとおりです。 

 

【指定被災地域一覧】 

新潟県 新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕

市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚

沼市、三島郡出雲崎町 

富山県 富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小

矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上

市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町 

石川県 金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽

咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北

郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中

能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 

福井県 福井市、あわら市、坂井市 

 


